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共通１ 自治体情報システム標準化関連事業 
総務部 

情報システム課 
第３号 

２ 令和８年度 各会計別給与費の内訳（一般職） 
総務部 

人事課 
３ 一宮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 第 25号 

４ 包括外部監査契約の締結について 
総務部 

行政課 
第 44号 



１／２ 

１．総合行政システム改修経費 

自治体の基幹 20 業務の標準化について、令和 7年度は 11 業務の標準システムへの移行を

実施したが「特定移行支援システム」となる残りの 9 業務については、令和 8 年度以降に

「総合行政システム」の改修を行い対応する。 

令和 8 年度は、福祉系システム(令和 8～9 年度改修)の標準化に必要な経費などをシステ

ム主管課で予算計上する。なお、改修に要する経費には、デジタル基盤改革支援補助金が充

当される。 

総合行政システム改修業務(標準化対応)委託料 （○外表示は標準化対象外業務を示す） 

※(経過措置分)･･･標準システム稼働までに間に合わないシステムの一部機能について、移行後の 

 実装等を 認める措置 

会

計
款 項 目 主管課 システム名 

予算額 
（千円） 

一般

2 1 11 情報システム課 共通基盤 1,495

2 2 2 市民税課 軽自動車税システム(経過措置分) 3,300

2 2 3 資産税課 固定資産税システム(経過措置分) 4,950

3 1 2 障害福祉課 障害者福祉システム 20,654

3 2 1 高年福祉課 ○外高齢者福祉システム 3,735

3 3 1 子育て支援課 ○外学童保育システム 4,246

3 3 1 子育て支援課 児童手当システム他 5,323

3 3 1 子ども家庭相談課 ○外こども家庭相談システム 3,729

3 3 2 保険年金課 ○外福祉医療システム 20,689

3 3 4 保育課 保育システム 3,550

3 4 1 生活福祉課 生活保護システム 6,066

4 1 1 保健総務課 健康管理システム（未熟児養育医療） 5,121

4 1 4 保健予防課 ○外公費負担医療システム 1,592

後期 1 2 1 保険年金課 後期高齢者医療システム 2,003

介護
3 1 1 高年福祉課 ○外高齢者福祉システム 500

3 2 2 高年福祉課 ○外高齢者福祉システム 376

母子 1 1 1 子ども家庭相談課 ○外母子父子寡婦貸付システム 2,767

合 計 90,096

自治体情報システム標準化関連事業 
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福祉健康委員会 



２／２

２．ガバメントクラウド関連経費 

 標準システムで利用するクラウド利用料や接続ネットワークの運用管理経費 

会

計
款 項 目 主管課 細節名称 

予算額 
（千円） 

一般
2 1 11 情報システム課 ガバメントクラウド運用管理補助業務委託料 7,815

2 1 11 情報システム課 ガバメントクラウド利用料（※） 112,002

合 計 119,817

(※)ガバメントクラウド利用料のうち、構築中の福祉系利用分については補助金の対象となる 

３．デジタル基盤改革支援補助金 

標準システムへの移行経費に対する財政支援 

４．特定移行支援システムの標準化移行時期 

9 業務の移行スケジュール 

区分 対象業務 移行作業 稼働時期 

福祉
後期高齢者医療、障害者福祉、生活保護、児童手当、 

児童扶養手当、子ども・子育て支援、健康管理(一部) 

令和 8年 

～9年度
令和10年3月

戸籍 戸籍、戸籍附票 
令和 9年 

～10 年度

令和 10 年度 

後半 

会計 款 項 目 節 細節名称 
予算額 
（千円） 

一般 21 5 7 5 地方公共団体情報システム機構補助金 53,750



職員数 短時間勤務 報酬 給料 職員手当 共済費 合計

(人) 職員数(人) （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

4,090 1,328 3,010,517 16,899,544 15,584,711 6,171,619 41,666,391

2,539 1,040 2,892,388 9,672,043 8,617,473 3,786,205 24,968,109

小 計 87 38 109,968 321,757 250,422 130,188 812,335

国 保 46 8 22,544 169,932 116,037 60,557 369,070

後 期 0 1 3,811 0 1,427 839 6,077

介 護 36 29 83,613 131,431 118,868 61,977 395,889

外 崎 5 0 0 20,394 14,090 6,815 41,299

小 計 1,464 250 8,161 6,905,744 6,716,816 2,255,226 15,885,947

病 院 1,275 245 0 6,087,857 5,959,745 1,966,606 14,014,208

水 道 94 3 2,682 417,830 366,093 146,910 933,515

下 水 道 95 2 5,479 400,057 390,978 141,710 938,224
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総務委員会 令和８年３月1１日
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№ 2

令和８年度各会計別給与費の内訳(一般職)



【議案第 25 号】 

一宮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

〇主な改正内容

育児休業中の職員の業務を代わりに従事した職員に対して、勤勉手当を加算して支給できる

ようにするもの 

１．制度導入のねらい 

   ・男性職員の育児休業の取得及び取得期間の長期化を促進 

   ・育児休業職員の担当業務を代わりに遂行する職員の精神的負担を軽減 

２．制度概要 

    育児休業職員の代替職員が配置されていない職場において、連続して1か月以上の期間にわた

り育児休業職員の業務を代わりに遂行した職員に、勤勉手当を加算して支給する。 

３．施行日 

     令和8年4月1日 

総務委員会   令和 8年 3 月 11 日 

No. 3 

総務部 人事課 


